
○
渋
谷
区
み
ど
り
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

昭
和
五
三
年
四
月
一
日 

規
則
第
三
〇
号 

 (

趣
旨) 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
渋
谷
区
み
ど
り
の
確
保
に
関
す
る
条
例(

昭
和
五
十
三
年
渋
谷
区
条
例
第
二
十
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。)
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

(

一
部
改
正
…
一
一
年
三
四
号
・
一
三
年
四
九
号) 

(

用
語) 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

(

指
定
基
準) 

第
三
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。 

(

指
定
手
続) 

第
四
条 

所
有
者
等
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
に
つ
い
て
の
同
意
を
す
る
と
き
は
、

保
存
樹
木
等
指
定
同
意
書(

別
記
第
一
号
様
式)

を
区
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
通
知
は
、
保
存
樹
木
等
指
定
通
知
書(

別
記
第
二
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

(

標
識) 

第
五
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
標
識
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
も
の
と
す

る
。 

(

一
部
改
正
…
一
一
年
三
四
号) 

一 

保
存
樹
木
等
で
あ
る
旨 

二 

樹
種
及
び
樹
木
等
の
規
模 

三 

指
定
年
月
日
及
び
指
定
番
号 

四 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

(

届
出) 

第
六
条 

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
保
存
樹
木
等
異
動
届(

別
記
第
三
号
様
式)

に
よ
る
も
の

と
す
る
。 

(

指
定
解
除
の
手
続) 

第
七
条 

所
有
者
等
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
解
除
の
申
請
を
す
る
と
き

は
、
保
存
樹
木
等
指
定
解
除
申
請
書(

別
記
第
四
号
様
式)

を
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
解
除
の
通
知
は
、
保
存
樹
木
等
指
定
解
除
通
知
書(

別
記

第
五
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

(

台
帳) 

第
八
条 

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
台
帳
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

す
る
。 



(
一
部
改
正
…
一
一
年
三
四
号) 

一 

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名 

(

一
部
改
正
…
三
年
三
九
号) 

二 

管
理
者
の
住
所
及
び
氏
名 

(

一
部
改
正
…
三
年
三
九
号) 

三 

樹
木
等
の
所
在
地 

四 

指
定
年
月
日
及
び
指
定
番
号 

五 

樹
木
に
あ
つ
て
は
、
樹
種
及
び
規
模 

六 

樹
林
に
あ
つ
て
は
、
主
な
樹
種
及
び
面
積 

七 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

(

経
費
の
補
助) 

第
九
条 

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
経
費
補
助
の
基
準
は
、
一
所
有
者
等
に
つ
き
、
毎

会
計
年
度
十
五
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
保
存
樹
木
等
の
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

(

一
部
改
正
…
五
八
年
一
六
号
・
六
三
年
二
一
号) 

２ 

所
有
者
等
は
、
前
項
の
経
費
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
存
樹
木
等
補
助
交
付
申
請
書(

別

記
第
六
号
様
式)

を
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
所
有
者
等
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
六
箇
月

以
上
継
続
し
て
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
保
存
義
務
を
履
行
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

緑
化
計
画
の
基
準) 

第
十
条 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

(

本
条
追
加
…
一
三
年
四
九
号) 

一 

敷
地
の
緑
化
は
、
敷
地
面
積
か
ら
建
築
面
積
を
控
除
し
て
得
た
面
積
の
十
分
の
二
以
上
の
敷
地
面
積

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

二 

建
築
物
の
緑
化
は
、
建
築
面
積
の
十
分
の
二
以
上
の
面
積
に
相
当
す
る
建
築
物
の
屋
上
面
積
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

三 

建
築
物
の
緑
化
は
、
固
定
式
植
栽
基
盤
に
限
る
も
の
と
し
、
生
育
に
必
要
な
土
壌
の
厚
さ
を
確
保
し
、

給
排
水
、
風
対
策
に
適
切
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
被
植
物
の
植
栽
を
緑
化

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

四 

建
築
物
の
緑
化
は
、
屋
上
の
緑
化
を
原
則
と
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
壁
面
及
び
ベ
ラ
ン
ダ
部
分

の
緑
化
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

五 

植
栽
の
配
置
は
、
接
道
部
に
重
点
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

六 

植
栽
面
積
の
算
定
基
準
は
、
別
に
区
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
長
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
基
準
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

緑
化
計
画
の
届
出
等) 



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
十
一
条 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
の
届
出
は
、
緑
化
計
画
書(

別
記
第
七
号
様
式)

に
よ

る
も
の
と
す
る
。 

(

本
条
追
加
…
一
三
年
四
九
号) 

２ 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
完
了
の
報
告
は
、
緑
化
完
了
書(

別
記
第
八
号
様
式)

に
よ
る
も
の

と
す
る
。 

 

附 

則 

附 

則(

昭
和
五
八
年
規
則
第
一
六
号) 

附 

則(

昭
和
五
九
年
規
則
第
四
四
号) 

附 

則(

昭
和
六
三
年
規
則
第
二
一
号) 

附 

則(

平
成
三
年
規
則
第
三
九
号) 

附 

則(

平
成
一
一
年
規
則
第
三
四
号) 

附 

則(

平
成
一
三
年
規
則
第
四
九
号) 

 

別
表(

第
三
条
、
第
九
条
関
係) 

(

一
部
改
正
…
五
八
年
一
六
号
・
六
三
年
二
一
号
・
三
年
三
九
号
・
一
一
年
三
四
号) 

保
存
樹
木
等
の
指
定
及
び
補
助
の
基
準 

            

樹   木 

つ
る
性
の
樹
木
で
、
枝
葉
の

面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

株
立
ち
し
た
樹
木
で
、
高
さ

が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

地
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高

さ(

目
通
り)

に
お
け
る
幹
の

周
囲
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以

上
の
樹
木 

保
存
樹
木
等
の
基
準 

枝
葉
の
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

枝
葉
の
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
十
平
方
メ
ー
ト

ル
増
す
ご
と
に 

一
本
に
つ
き 

二
本
以
上
の
場
合
は
、
一
本
増
す
ご
と

に  一
本
に
つ
き 

二
本
以
上
の
場
合
は
、
一
本
増
す
ご
と

に 

基 
 
 

準 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

五
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円 

補
助
額 

補 

助 

の 

基 

準 



             
樹  林 

 
樹
木
が
集
団
と
な
つ
て
い
る
土

地
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

並
木
状
に
列
植
さ
れ
た
樹
木

で
、
延
長
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以

上
あ
り
、
か
つ
、
樹
高
が
四
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

延
長
が
三
十
五
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の 

延
長
が
三
十
五
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
五
メ
ー
ト
ル
増
す

ご
と
に 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

七
五
、
〇
〇
〇
円 

  

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 


